
様式２

市町村名：

J 想定する災害

番号 A 仮置場名 B 場所（地区名）※ C 場所（路線名）※ D 場所（住所） E 仮置場種別
F 仮置場面

積（㎡）
G 優先順

位※
H 所有者区分

I 用地所有（管理）
者※

南海ト
ラフ

風水害 その他 K 現在の用途 L 備考※

大原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ駐車場 豊後大野市三重町赤嶺2363-1 2,800 大分県 ○ ○ 駐車場 ※１

大原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 豊後大野市三重町赤嶺2653-6 2,600 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

4 西の宮児童公園 三重町 豊後大野市三重町市場1477-1 住民用仮置場 7,100 ② 豊後大野市 ○ ○ 公園

6 市営樅の木駐車場 三重町 豊後大野市三重町百枝1086-36 住民用仮置場 4,300 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

7
内山観音野外ステー
ジ前広場

三重町 国道326号線 豊後大野市三重町内山498 住民用仮置場 3,000 ③ 豊後大野市 ○ ○ 公園 ※２

15
エイトピアおおの
駐車場

三重町 豊後大野市三重町内田866-1 一次集積所 8,300 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

5 28,100

8 清川中学校跡地 清川町 県道宇目清川線 豊後大野市清川町三玉1205-1 住民用仮置場 5,200 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

13 清川グラウンド 清川町
県道牧口徳田竹田
線

豊後大野市清川町三玉806 一次集積所 13,800 ② 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

2 19,000

2
緒方総合運動公園
ゲートボール場

緒方町 豊後大野市緒方町下自在918 住民用仮置場 5,200 ① 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

9
旧米山中学校
グラウンド

緒方町 豊後大野市緒方町上冬原2 住民用仮置場 7,000 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

18
緒方総合運動公園駐
車場

緒方町 豊後大野市緒方町下自在928 二次集積所 3,200 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場 ※１

20
旧南部グラウンド
（旧南部保育園前グ
ラウンド）

緒方町 豊後大野市緒方町馬背畑1924-4 二次集積所 2,900 ③　 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

4 18,300

10 旧綿田小学校 朝地町 県道朝地直入線 豊後大野市朝地町綿田1702 住民用仮置場 2,500 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

11 旧温見小学校 朝地町 豊後大野市朝地町梨小532-1 住民用仮置場 2,200 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

災害廃棄物仮置場候補地選定リスト【町別】 令和7年9月1日時点

豊後大野市

1 三重町 住民用仮置場 ①
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豊後大野市

14
朝地公民館グラウン
ド

朝地町 豊後大野市朝地町坪泉547 一次集積所 8,000 ② 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

3 12,700

5
大野総合運動公園
ゲートボール場

大野町 県道緒方大野線 豊後大野市大野町田代2763 住民用仮置場 6,100 ② 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

19
大野総合運動公園第
1駐車場

大野町 豊後大野市大野町田代2680-1 二次集積所 3,900 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

21
大野総合運動公園第
2駐車場

大野町 豊後大野市大野町田代2728-1 二次集積所 2,300 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

3 12,300

12 千歳町農村公園 千歳町 豊後大野市千歳町柴山218 住民用仮置場 7,000 ③ 豊後大野市 ○ 公園 ※２

16
千歳総合運動公園多
目的グラウンド

千歳町 豊後大野市千歳町新殿1182 一次集積所 15,700 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

2 22,700

3 犬飼グラウンド 犬飼町 豊後大野市犬飼町田原1500-1 住民用仮置場 17,700 ① 豊後大野市 ○ グラウンド ※１

17 柴北ﾌﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 犬飼町 豊後大野市犬飼町柴北1103 一次集積所 7,500 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

2 25,200

21 138,300

面積合計 138,300

※１　他の用途（消防本部の野営地候補地等）と重複しているため、発災時には災害対策本部または関係各課にて事前協議を行い、開設の可否を決定する。

※２　水害時及び河川増水等の際には使用しない。
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大原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ駐車場 豊後大野市三重町赤嶺2363-1 2,800 大分県 ○ ○ 駐車場 ※１

大原ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 豊後大野市三重町赤嶺2653-6 2,600 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

2
緒方総合運動公園
ゲートボール場

緒方町 豊後大野市緒方町下自在918 住民用仮置場 5,200 ① 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

3 犬飼グラウンド 犬飼町 豊後大野市犬飼町田原1500-1 住民用仮置場 17,700 ① 豊後大野市 ○ 〇 グラウンド ※１

4 西の宮児童公園 三重町 豊後大野市三重町市場1477-1 住民用仮置場 7,100 ② 豊後大野市 ○ ○ 公園

5
大野総合運動公園
ゲートボール場

大野町 県道緒方大野線 豊後大野市大野町田代2763 住民用仮置場 6,100 ② 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

6 市営樅の木駐車場 三重町 豊後大野市三重町百枝1086-36 住民用仮置場 4,300 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

7
内山観音野外ステー
ジ前広場

三重町 国道326号線 豊後大野市三重町内山498 住民用仮置場 3,000 ③ 豊後大野市 ○ ○ 公園 ※２

8 清川中学校跡地 清川町 県道宇目清川線 豊後大野市清川町三玉1205-1 住民用仮置場 5,200 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

9
旧米山中学校
グラウンド

緒方町 豊後大野市緒方町上冬原2 住民用仮置場 7,000 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

10 旧綿田小学校 朝地町 県道朝地直入線 豊後大野市朝地町綿田1702 住民用仮置場 2,500 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

11 旧温見小学校 朝地町 豊後大野市朝地町梨小532-1 住民用仮置場 2,200 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

12 千歳町農村公園 千歳町 豊後大野市千歳町柴山218 住民用仮置場 7,000 ③ 豊後大野市 ○ 公園 ※２

12 72,700

災害廃棄物仮置場候補地選定リスト【目的別】 令和7年9月1日時点

豊後大野市

1 三重町 住民用仮置場 ①
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災害廃棄物仮置場候補地選定リスト【目的別】 令和7年9月1日時点

豊後大野市

13 清川グラウンド 清川町
県道牧口徳田竹田
線

豊後大野市清川町三玉806 一次集積所 13,800 ② 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

14
朝地公民館グラウン
ド

朝地町 豊後大野市朝地町坪泉547 一次集積所 8,000 ② 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

15
エイトピアおおの
駐車場

三重町 豊後大野市三重町内田866-1 一次集積所 8,300 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

16
千歳総合運動公園多
目的グラウンド

千歳町 豊後大野市千歳町新殿1182 一次集積所 15,700 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド ※１

17 柴北ﾌﾚﾝﾄﾞﾊﾟｰｸ 犬飼町 豊後大野市犬飼町柴北1103 一次集積所 7,500 ③ 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

5 53,300

18
緒方総合運動公園駐
車場

緒方町 豊後大野市緒方町下自在928 二次集積所 3,200 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場 ※１

19
大野総合運動公園第
１駐車場

大野町 豊後大野市大野町田代2680-1 二次集積所 3,900 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

20
旧南部グラウンド
（旧南部保育園前グ
ラウンド）

緒方町 豊後大野市緒方町馬背畑1924-4 二次集積所 2,900 ③　 豊後大野市 ○ ○ グラウンド

21
大野総合運動公園第
２駐車場

大野町 豊後大野市大野町田代2728-1 二次集積所 2,300 ③ 豊後大野市 ○ ○ 駐車場

4 12,300

21 138,300

面積合計 138,300

※１　他の用途（消防本部の野営地候補地等）と重複しているため、発災時には災害対策本部または関係各課にて事前協議を行い、開設の可否を決定する。

※２　水害時及び河川増水等の際には使用しない。



【豊後大野市版】

定義 必要となる時期と閉鎖まで

住民用仮置場
被災した住民が、自ら廃棄物を
持込むことが出来る搬入場。

被災直後から必要。市外等からの
「なりすましごみ」被害も多く、
一時分別も行われていないため、
集積所の開設に合わせて早く閉鎖
することが望ましい。

一次集積所
災害廃棄物の前処理（粗選別）を
行う場所。搬入は市民やボランテ
ィア団体等を想定。

被災直後から必要。選別の指示や
荷卸しの補助など複数のスタッフ
の確保が必要となるため、優先順
位をつけておくことが望ましい。

二次集積所
一次集積所から運ばれてきた廃棄物
の中間処理を行う場所。破砕やさら
に細かい分別（資源等）を行う。

被災から一定期間経過後に開所が
必要。家庭ごみ等中間処理施設へ
直接持ち込めるごみの搬入は行わ
ない。

仮置き場の種類と定義

名称

仮置場


